
鎌倉女子大学紀要 第23巻 43-50頁 2016年3月

TheJournalofKamakuraWomen'sUniversity，Vol.23,pp.43-49,March2016

研究ノート

1．小学校教育における体験活動の基本的特性

2008（平成20）年に改訂され2011（平成23）に

全面実施された小学校学習指導要領（以後「指導

要領」と記す）は、1998（平成10）年改訂の指導

要領が掲げた「生きる力」と、2003（平成15）年

一部改正で加えられた「確かな学力」の育成を教

育理念として継承した。また「PISAショック」

として日本の学力低下論を煽る一因となった

OECD（経済協力開発機構）の学習到達度調査に

通底した「キー・コンピテンシー」1 と呼ばれる

学力観もふまえて構成されている。知識・技能を

会得するだけでなく活用する力や、主体的且つ協

同的に学習に取り組む態度の育成等の言わば21世

紀型の、全人的な教育が求められる中で、児童の

体験学習が重視されるのは自然な流れであろう。

実際に現行の指導要領では体験活動の充実が示

された。小学校での体験的な活動は強弱の波はあ

れ戦後一貫して重視されたが、現行指導要領にお

ける体験活動の特質の第一は、それが改正教育基

本法等の法令上の文言に基づき示された点にある。

第二は、人間関係形成等の汎用的能力の育成にお

いて特に直接体験が重視された点だ。第三の特質

は正規の教育課程の中に従来の学校外教育に期待

された内容・方法が多く取り込まれた点だ。本稿
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は、これらの特質を2．で述べ、3．で今後の体

験活動を方向を展望する。体験活動の重要性を示

す研究は散見するが2、学校外教育の視点からの

体験活動の把捉は、児童の体験活動の格差や地域

の教育力の低下が懸念される今日、教育課程の運

営において不可欠と思われる。学校外教育の定義

は3（1）で述べるが、豊かな体験活動のために

地域や家庭、また社会教育との連携は重要で、学

校外を含む教育環境と、その今日的な再定義が求

められる。

体験活動は既に全国の小学校で展開されている。

2016（平成28）年に予定される指導要領改訂に向

けた中教審教育課程部会では「アクティブ・ラー

ニング」と呼ばれる手法に注目が集まるが、小学

校は「既に十分アクティブ」3と評されていると

言う。確かに小学校教育の特性上、何らかのアク

ティビティを伴う学習は所与の要件であり、特に

低学年児童には学校生活そのものが広義の体験で

ある。一方、例えば総合的な学習の時間（以後

「総合学習」と記す）で体験活動が「自分の身体

を通して実際に経験する活動のことである」4と

解説されるとおり定義が曖昧なまま、身体や感性

を生かす教育方法への普遍的な憧れ5も相俟って

際限なく広がり得ることも、留意点として指摘で

きる。

少なくとも体験活動は教育課程全体に遍在する

体験的活動と、自然体験活動等の特化された活動

に大別されよう。本稿は後者を中心に見ていくが、

学校で「体験」が求められる理由とその方向性が

あらゆる教育課程に対し問われていることは言い

添えておきたい。

2．2008年改訂学習指導要領における体験活動の

特質

（1）改正教育基本法等による体験活動の規定

では、1．で挙げた体験活動の3つの特質を、

より具体的に論じたい。

第一に法制上の規定である。指導要領で体験活

動が強く打ち出されるのは低学年に生活科が新設

された1989（平成元）年以来であり、その萌芽は

戦後全般に遡る。1．で述べた通り、小学校教育

はその本質として体験的な要素を内包するためで

ある。

しかし、2006（平成18）年の教育基本法（以後

「基本法」と記す）及び翌年の学校教育法（以後

「学教法」と記す）の改正で体験活動が追記され

た影響は大きい。基本法では「21世紀を切り拓く

心豊かでたくましい日本人の育成を目指す」観点

から、教育の目標（第2条）に「豊かな情操と道

徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと」

と「生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に

寄与する態度を養うこと」が記された。基本法を

ふまえ2007（平成19）年の改正学教法第21条では、

新たに定められた義務教育の目標の中に学校内外

の社会的活動や自然体験活動の促進が付された。

体験活動については、3（2）で詳述するが、

既に2001（平成13）年の改正学教法第31条で次の

ように小学校児童の体験活動の充実が示されていた。

「（前略）（小学校教育の＝筆者注）目標の達成

に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の

体験的な学習活動、特にボランティア活動などの

社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活

動に努めるものとする。」

現行法ではこのように小学校教育における体験

活動の充実が謳われ、具体的には社会奉仕体験活

動や自然体験活動を筆頭に挙げた。そして現行指

導要領を方向づけた2008（平成20）年の中央教育

審議会（以後「中教審」と記す）答申6は、「思い

やりの心や規範意識が育まれる」、また「社会性

や豊かな人間性、基礎的な体力や心身の健康、論

理的思考力の基礎を形成する」ための体験活動の

充実を教育内容の改善事項に掲げた。実際に現行

指導要領では、言語活動を含めた教科等の指導全

般において体験活動が重視されるとともに、従来

の自然体験活動や社会奉仕体験に加え、道徳教育

においても体験活動を通して児童の道徳性の涵養

を図るとされたことは大いに注目される。

（2）汎用的能力、道徳性の育成と直接体験の重

視

道徳教育に集団宿泊活動が加えられたように、

現行指導要領の体験活動では生活体験や社会の仕
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組みや集団生活等を学ぶ体験も求められている。

これらの体験活動のねらいは、学教法をふまえ

て7推進される「キャリア教育」8で言う基礎的・

汎用的能力（ジェネリック・スキル）の育成に近

似する。つまり単なる職業教育でなく①人間関係

形成・社会形成能力、②自己理解・自己管理能力、

③課題対応能力、④キャリアプランニング能力の

涵養が目指される。体験活動においても単に植物

の知識や野外活動の技能を習得すると言うより、

道徳的側面や汎用的能力を育成する形式陶冶が目

指されると言えよう。

これらの能力や道徳性の涵養が求められる理由

は、地域や家庭の「教育力の低下」とされる。子

の教育の第一義的責任は保護者にあるが（基本法

第10条）、家庭や地域で本来培われるべき「生涯

を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための

基礎」となる健康的な生活習慣、また人間関係の

構築や自他の生命を尊重するといった「人間とし

ての生き方」の育成を学校教育が担う使命感が指

導要領の随所に滲み出ていると言えよう。その文

脈の中で、体験活動の中でも特に「直接体験」が

重視される傾向が指摘できよう。

文科省は2000（平成12）年当時の教育改革国民

会議の報告をふまえた奉仕活動を推進する中で、

体験活動を①実物に実際に関わる「直接体験」、

②インターネットやテレビ等を介して感覚的に学

びとる「間接体験」、③シミュレーションや模型

等を通じて模擬的に学ぶ「疑似体験」の3つに分

類した9。そして、今日は②と③が多く子どもの

成長に悪影響があるため、今後は「ヒト・モノや

実社会に実際に触れ、かかわり合う」①が重要と

する。背景には1．で述べたとおり生身の身体や

感性を生かす教育方法への普遍的な憧れと、核家

族化が進んだ今日において集団生活への回帰の思

いもあろう。

実際に総合学習では「児童が身体全体で対象に

働きかけ実感をもってかかわっていく」体験活動

が重視され、「直接的な体験を適切に位置付けた

横断的・総合的な学習や探求的な学習を行う必要

がある」と解説される10。具体的には、観察や見

学、発表等の学習活動に加え、自然体験やボラン

ティア活動等の社会体験、ものづくり、文化や芸

術に関わる体験活動等が取り入れるべきとされる。

対象に直接関わる活動が重視される結果、長期の

集団宿泊活動等が奨励されている11。指導要領第

1章第3の5で特別活動の遠足・集団宿泊的行事

の代替として総合学習の自然体験活動を実施する

ことが可能となり、探求活動や問題解決学習にお

いて集団生活の学びの要素が強められた点も特筆

される。

（3）地域連携と「学校外」の包摂

2001年改正の学教法第31条では小学校が児童の

体験活動の充実に努め「社会教育関係団体その他

の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しな

ければならない」とされた。2006年の改正基本法

第13条では学校、家庭及び地域住民等の相互の連

携協力が加えられた。このように小学校教育にお

ける地域・家庭及び社会教育との連携は重要であ

り、指導要領第1章第4の2（12）では「家庭や

地域の人々の積極的な協力を得て児童にとって大

切な場である地域の教育資源や学習環境を一層活

用」12する必要が解説されている。

しかし、2（2）で触れたとおり「家庭や地域

の教育力の低下」への国の危機感は強く、前出の

2008年中教審答申では生活習慣の確立や大人や異

年齢の子どもとの交流、そして自然体験が減退し、

子どもの学習意欲や自己肯定感、体力等の個人差

の拡大等の問題が指摘されている。したがい、現

行指導要領において「家庭や地域の実態」とは

「教育力の低下」を意味し、「学校教育において体

験活動の機会を確保し、充実する」立場が取られ

ている。一例では教育課程実施上の配慮事項とし

て次のとおり解説されている。

「休業日を含め学校施設の開放、地域の人々や

児童向けの学習機会の提供、地域社会の一員とし

ての教師のボランティア活動を通して、家庭や地

域社会に積極的に働きかけ、それぞれがもつ本来

の教育機能が総合的に発揮されるようになること

も大切である。」13

この傾向は、既に1998（平成10）年改訂の指導

要領に見られた。例えば地方都市の教育行政に精
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通した佐藤三三は、1998年改訂指導要領において

学校教育と社会教育が「生きる力」という共通の

教育目標を持ち、相互に補完し合う関係が示され

たことを子どもの生涯学習の観点から評価したが、

兼務職員の急増や指定管理者制度導入等で社会教

育行政が弱体化し、体験活動や集団活動を核とす

る社会教育独自の内容・方法を保持できず、学校

教育の補完のための地域住民の動員が中心である

現況を憂えた14。たしかに国の「放課後子ども教

室」や「学校支援地域本部」等の事業は学校教育

対象で、児童等の学校外の自主的な活動を促進す

る趣旨で2002（平成14）年より完全実施された学

校週五日制も、2013（平成15）年の改正学教法施

行法第61条により「土曜授業」が実施可能となっ

た15。

３．今日的な体験活動の充実に向けて

（1）学校外教育の再定義と社会教育との連携

2．で述べた体験活動の特質をまとめると、改

正基本法等を根拠として汎用的能力また道徳性の

涵養を目指す点が第一に挙げられる。第二は、体

験不足や地域の教育力の低下を背景に集団や社会

の学びが目され、直接体験が重視された点である。

第三の特質には、社会教育を含む学校外教育の内

容・方法が学校教育の中で展開される方向性が指

摘できる。これらの特質をふまえ3．では今日の

体験活動のあり方を展望したい。

まず、今日的な学校外教育の再定義の必要を述

べたい。一般に学校外教育は教育課程外の組織的

な教育・文化活動の総称とされ、その主体は学校・

教員に加え社会教育団体・施設、家庭、地域住民

等である。しかし多くの小学校で国の施策に先行

して体験活動が重視された背景には地域や家庭の

教育力の低下、また社会教育の機能不全と危惧さ

れる現状がある。社会教育は、社会教育法第２条

で「学校の教育課程として行われる教育活動を除

き」と定義され、学校教育の領域が拡大するに伴

い社会教育は縮小する法制上の問題もある。子ど

もを取り巻く教育環境をふまえ、今日の学校外教

育のあり方が問われている。

学校外教育の定義の揺らぎの問題は戦前に遡る。

例えば1932（昭和7）年の文部省訓令「児童生徒

ニ対スル校外生活指導ニ関スル件」16 は、「時代

の急激な推移に伴い社会的環境が複雑多様化」し

たため、学校教育の補足である校外生活指導を以

て「敬神崇祖、社会奉仕、協同互助、規律節制、

勤労愛好等の精神を培い、併せて体位の向上」を

図る必要を述べた。当時は十分な中等教育を受け

ずに社会人となる児童生徒の層を主な対象とした

学校外の生活指導及び社会教育が、少年団等の組

織を核に機能した時代であった。

戦後の教育改革を経て、1970年代以降は学校教

育と在学青少年対象の社会教育の連携（学社連携）

が唱えられる。放課後の学校開放や林間学校等が

盛んになり、学区で子ども会や鼓笛隊等が組織さ

れ、青少年教育施設が児童の体験活動を担った。

社会教育学者の小川利夫は、1977（昭和52）年の

指導要領改訂に向けた審議の中で生涯教育（ママ）

論の観点から学校教育と学校外教育の再編成が政

策課題とされたことから、学校教育の補足で無く、

社会教育施設主体でも無い、第三の教育体系とし

ての学校外教育の必要を述べた17。

・表 1・は体験活動に関する主な施策をまとめ

た年表である。1992（平成4）年の学校週5日制

導入を契機として学校教育に関係した政策や事業

が急増したことが読み取れる。2000（平成12）年

に当時の教育改革国民会議が奉仕活動及び体験活

動の推進を提起した際は、翌年に学教法と社会教

育法が同時に改正され、学校教育で学校外の活動

の成果を教育指導に生かし、長期休業期間に児童

が任意参加できる教育課程外の活動を計画・実施

することが望ましいと通知された。さらに現行指

導要領（第1章第3の5）では特別活動の遠足・

集団宿泊的行事を総合学習の自然体験活動に代替

させることが可能となる。長期や多学年のキャン

プ等の従来は社会教育に期待された集団活動の形

態をとる学びが、学校教育主体で行う学習活動と

して拡充されることがいっそう求められている。

（2）直接体験から社会参加活動へ

2（2）で述べたとおり、指導要領では直接体

験を通した汎用的能力や道徳性の育成が重視され
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領
改
訂
（
19
80
年
度
実
施
）

●
文
部
省
初
中
局
通
達
「
児
童
生
徒
の
学
校
外
学
習
活
動
の
適
正
化
に
つ
い
て
」（
学
習
塾
言
及
）

○
学
校
体
育
施
設
開
放
事
業
開
始

19
81
（
S
56
）
◎
社
会
教
育
審
議
会
答
申
「
青
少
年
の
徳
性
と
社
会
教
育
」（
集
団
宿
泊
・
自
然
体
験
・
文
化
活
動
等
）

19
84
（
S
59
）

○
自
然
教
育
推
進
事
業
（
19
97
年
ま
で
）（
学
校
に
お
け
る
5泊

6日
程
度
の
集
団
宿
泊
）

19
85
（
S
60
）

○
児
童
・
生
徒
の
学
校
外
学
習
活
動
に
関
す
る
実
態
調
査

19
87
（
S
62
）
☆
教
課
審
答
申
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
教
育
課
程
の
基
準
の
改
善
に
つ
い
て
」

19
89
（
H
１
）
☆
指
導
要
領
改
訂
（
19
92
年
度
実
施
）（
生
活
科
新
設
）

19
92
（
H
４
）

◎
生
涯
学
習
審
議
会
答
申
「
今
後
の
社
会
の
動
向
に
対
応
し
た
生
涯
学
習
の
振
興
方
策
に
つ
い
て
」
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
学
校
週
５
日
制
と
学
校

外
活
動
）

◎
青
少
年
の
学
校
外
活
動
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
「
休
日
の
拡
大
等
に
対
応
し
た
青
少
年
の
学
校
外
活
動
の
充
実
に
つ
い
て
」
審
議
の
ま

と
め
（
日
常
生
活
で
の
体
験
充
実
）

○
学
校
週
５
日
制
（
９
月
よ
り
月
１
回
）
実
施

19
95
（
H
７
）

○
学
校
週
５
日
制
（
４
月
よ
り
月
２
回
）
実
施

○
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
育
成
モ
デ
ル
事
業

19
96
（
H
８
）
◎
中
教
審
答
申
「

21
世
紀
を
展
望
し
た
我
が
国
の
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
：
子
供
に
「
生
き
る
力
」
と
「
ゆ
と
り
」
を
」
（
生
活
体
験
・
自
然
体
験

等
の
充
実
）

19
97
（
H
９
）

○
社
会
教
育
指
導
事
業
交
付
金
（
社
会
教
育
主
事
派
遣
事
業
）
廃
止

19
98
（
H
10
）

☆
教
育
課
程
審
議
会
答
申
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
教
育
課
程
の
基
準
の
改
善
に
つ
い
て
」

☆
指
導
要
領
改
訂
（
20
02
年
度
実
施
）（
生
き
る
力
、
総
合
学
習
新
設
）

◎
生
涯
学
習
審
議
会
答
申
「
社
会
の
変
化
に
対
応
し
た
今
後
の
社
会
教
育
行
政
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
学
社
融
合
、
学
校
週
５
日
制
条
件
整
備
）

19
99
（
H
11
）
◎
生
涯
学
習
審
議
会
答
申
「
生
活
体
験
・
自
然
体
験
が
日
本
の
子
ど
も
の
心
を
は
ぐ
く
む
：
青
少
年
の
［
生
き
る
力
］
を
は
ぐ
く
む
地
域
社
会
の
環

境
の
充
実
方
策
に
つ
い
て
」

20
00
（
H
12
）
◎
教
育
改
革
国
民
会
議
報
告
（
自
然
体
験
、
芸
術
・
文
化
体
験
等
充
実
、
通
学
合
宿
等
の
異
年
齢
交
流
や
地
域
の
社
会
教
育
活
動
へ
の

参
加

促
進
、

2

週
間
の
共
同
生
活
等
に
よ
る
奉
仕
活
動
）

20
01
（
H
13
）

●
学
校
教
育
法
一
部
改
正
（
体
験
活
動
の
充
実
、
社
教
と
の
連
携
）

●
社
会
教
育
法
一
部
改
正
（
体
験
活
動
の
機
会
提
供
、
学
教
と
の
連
携
、
家
庭
教
育
配
慮
）

●
通
知
「
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
に
お
け
る
体
験
活
動
の
促
進
に
つ
い
て
」

○
21
世
紀
教
育
新
生
プ
ラ
ン
（
奉
仕
活
動
、
体
験
活
動
の
充
実
）

○
ス
ポ
ー
ツ
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
用
事
業
（
運
動
部
活
動
へ
の
外
部
指
導
者
の
活
用
）

20
02
（
H
14
）

◎
中
教
審
答
申
「
青
少
年
の
奉
仕
活
動
・
体
験
活
動
の
推
進
方
策
等
に
つ
い
て
」

●
文
科
省
初
中
局
通
知
「
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
に
お
け
る

奉
仕
活
動
・
体
験
活
動
の
推
進
に

当
た

っ
て
の

福
祉

担
当
部
局
と
の
連
携
に
つ
い
て
」

◎
「
文
化
芸
術
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
に
つ
い
て
」
閣
議
決
定
（
青
少
年
の
活
動
充
実
）

○
学
校
週
５
日
制
完
全
実
施

○
豊
か
な
体
験
活
動
推
進
事
業
（
初
中
局
）

○
「
新
子
ど
も

プ
ラ
ン
」
の
展
開
（
地
域
の
体
験
活
動
等
体
制
整
備
・

情
報

提
供
、
放
課
後
・
週

末
活
動
等

支
援
事
業
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
育
成
モ
デ
ル
事
業
等
）

20
03
（
H
15
）
☆
指
導
要
領
一
部
改
正
（
総
合
学
習
の
全
体
計
画
作
成
と
社
会
教
育
施
設
等
と
の
連
携
等
）

○
地
域
と
学
校
が
連
携
協
力
し
た
奉
仕
活
動
・
体
験
活
動
推
進
事
業
（
地
域
間
交
流
体
験
推
進
校
）

20
04
（
H
16
）
●
地
教
行
法
一
部
改
正
（
学
校
運
営
協
議
会
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
）
制
度
）

○
地
域
子
ど
も
教
室
推
進
事
業
（
委
託
事
業
・
緊
急
３
カ
年
計
画
）

△
国
研
「
「
社
会
性
の
基

礎
」
を
育
む
「
交
流
活
動
」
・
「
体
験
活
動
」
：
「

人
と

か
か

わ
る

喜
び
」
を
も
つ
児
童
生
徒
に
」
報
告
書
（
文
科
省

委
託

事
業
）

△
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
「
青
少
年
の
自
然
体
験
活
動
等
に
関
す
る
実
態
調
査
（
平
成
15
年
度
調
査
）」
報
告
書
（
継
続
）



梨本加菜48
20
06
（
H
18
）
●
教
育
基
本
法
改
正
（
教
育
の
目
標
、
家
庭
・
地
域
連
携
等
明
記
）

20
07
（
H
19
）

☆
中
教
審
「
教
育
課
程
部
会
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
審
議
の
ま
と
め
」

●
学
校
教
育
法
一
部
改
正
（
義
務
教
育
の
目
標
、
児
童
の
体
験
活
動
の
充
実
）

◎
教
育
再
生
会
議
「
社
会
総
が
か
り
で
教
育
再
生
を
：
第
２
次
報
告
」（
１
週
間
の
集
団
宿
泊
体
験
や
自
然
体
験
・
農
林
漁
業
体
験
）

◎
中
教
審
答
申
「
次
代
を
担
う
自
立
し
た
青
少
年
の
育
成
に
向
け
て
」（
多
様
な
体
験
機
会
の
提
供
）

○
放
課
後
子
ど
も
教
室
推
進
事
業
（
補
助
事
業
）［
文
科
省
・
厚
労
省
「
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
」］

20
08
（
H
20
）

☆
中
教
審
答
申
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
の
改
善
に
つ
い
て
」

☆［
現
行
］
指
導
要
領
改
訂

●
社
会
教
育
法
一
部
改
正
（
家
庭
・
地
域
の
連
携
促
進
、
社
会
教
育
主
事
が
学
校
に
助
言
可
能
に
）

◎
中
教
審
答
申
「
教
育
振
興
計
画
に
つ
い
て
：
『
教
育
立
国
』
の
実
現
に
向
け
て
」
（
小
学
校
で

1
週
間
程
度
の
自
然
体
験
・
集
団
宿
泊
体
験
、
関
係

府
省
連
携
に
よ
る
農
作
業
等
体
験
の
機
会
提
供
、
放
課
後
や
週
末
の
体
験
・
交
流
活
動
等
の
場
づ
く
り
）

○「
体
験
活
動
事
例
集
：
体
験
の
ス
ス
メ
」（
平
成
17
・
18
年
度
事
業
）

○
小
学
校
長
期
自
然
体
験
活
動
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
［
文
科
省
・
総
務
省
・
農
水
省
「
子
ど
も
農
山
漁
村
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」］

○
学
校
支
援
地
域
本
部
事
業
（
委
託
事
業
・
20
10
年
度
で
終
了
）

○「
子
ど
も
の
学
校
外
で
の
学
習
活
動
に
関
す
る
実
態
調
査
報
告
（
平
成
19
年
調
査
）」

△
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
「
青
少
年
の
体
験
活
動
等
と
自
立
に
関
す
る
実
態
調
査
（
平
成
18
年
度
調
査
）」
報
告
書
（
継
続
）

△
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
「
体
験
を
通
し
て
学
ぶ
教
科
学
習
の
す
す
め
：
学
校
教
育
に
お
け
る
長
期
宿
泊
活
動
の
手
引
き
」

20
09
（
H
21
）
☆［
現
行
］
指
導
要
領
一
部
先
行
実
施

20
10
（
H
22
）

△
国
立
青
少
年
教
育
推
進
機
構
「
学
校
で
自
然
体
験
活
動
を
す
す
め
る
た
め
に
：
自
然
体
験
活
動
指
導
者
養
成
講
習
会
テ
キ
ス
ト
」

20
11
（
H
23
）
☆［
現
行
］
指
導
要
領
全
面
実
施

◎「
今
後
の
国
立
青
少
年
教
育
施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
：
新
た
な
視
点
に
経
っ
た
体
験
活
動
の
推
進
に
つ
い
て
」
報
告
書

○「
体
験
活
動
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
体
験
の
風
を
お
こ
そ
う
）」

△
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
キ
ャ
ン
プ
」（
被
災
地
子
ど
も
支
援
）

20
13
（
H
25
）
◎
中
教
審
答
申
「
今
後
の
青
少
年
の
体
験
活
動
の
推
進
に
つ
い
て
」

○「
土
曜
授
業
」
実
施
可
能
に
（
学
教
法
施
行
規
則
改
正
）

○
健
全
育
成
の
た
め
の
体
験
活
動
推
進
事
業
（
初
中
局
、
宿
泊
体
験
事
業
、
体
験
活
動
推
進
協
議
会
）

△
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
「
課
題
を
抱
え
る
子
ど
も
の
体
験
活
動
に
関
す
る
調
査
研
究
」
報
告
書

20
14
（
H
26
）

△
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
「
青
少
年
の
体
験
活
動
の
意
味
と
範
囲
の
調
査
研
究
」
報
告
書

△
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
「
学
校
教
育
に
お
け
る
『
集
団
宿
泊
活
動
』
の
手
引
き
：
各
教
科
等
の
関
連
を
図
る
教
育
課
程
編
成
指
導
資
料
」

20
15
（
H
27
）

△
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
「
子
供
の
生
活
力
に
関
す
る
実
態
調
査
」
報
告
書

＊
表
１
は
文
部
省
（
19
92
）
『
学
制
百
二
十
年
史
』
第
７
章
第
２
節
「
青
少
年
教
育
の
振
興
」
（
h
tt
p
:/
/
w
w
w
.m
ex
t.
g
o
.j
p
/
b
_m
en
u
/
h
a
k
u
sh
o
/
h
tm
l/
o
th
er
s/
d
et
a
il
/
13
18
43
2.
h
tm
）
、
文
部
科
学
省
青
少
年
教
育
特
別
委
員
会
第
２
回
（
20
08
年
５
月
）
資
料
３
「
青
少
年
教
育
に
関
す
る
施
策
の
流
れ
」
（
h
tt
p
:

/
/
w
w
w
.m
ex
t.
g
o
.j
p
/
b
_m
en
u
/
sh
in
g
i/
ch
u
k
y
o
/
ch
u
k
y
o
5/

00
7/
g
ij
ir
o
k
u
/
08
05
27
07
/
00
2.
h
tm
）
、
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
「
青
少
年
教
育
に
関
す
る
法
令
・
答
申
・
調
査
研

究
・
統
計
等
」
（
h
tt
p
:/
/
w
w
w
.n
iy
e.
g
o
.j
p
/
y
o
u
th
/
b
o
o
k
/
）
を
参

考
に

筆
者
が
編
集
し
た
（
U
R
L
は
す

べ
て

20
15
年

８
月
確
認
）。



ている。対象に直接触れる重要性は明白であるが、

基本法第2条の3で「公共の精神に基づき、主体

的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態

度を養うこと」が掲げられたとおり、単にツール

としての体験でなく、地域や自然、芸術文化等の

環境に子どもが自ら関わり、形成する機会を充実

させる必要があろう。

しかし周到に準備された「直接体験」は、言わ

ば精巧なジオラマや模型を媒介に間接的、または

模擬的に対象に対峙するパラドックスを持つこと

には留意する必要がある。児童が「実物」や「人」

に触れても、それは予定調和の擬似体験に他なら

ない。

青少年教育に詳しい青山鉄兵は、現代の生活に

存在しない「体験させるべき体験」を子どもに求

める教育的意味の再考を含め、教育的に組織化さ

れた体験の自己目的化の問題を提起している18。

まさに古くて新しい問題であり、例えば国立青少

年教育振興機構は集団宿泊活動の運営にあたり、

単に「体験させておけばよい」という認識も見ら

れるため教師の立場から子どもの体験を学びの過

程に位置付くよう指導する重要性を示している19。

前述の基本法第2条の3に加え、指導要領第1

章第1の1では知識・技能を活用して課題を解決

する姿勢とともに「主体的に学習に取り組む態度」

を養い、「個性を生かす教育」を充実する必要が

述べられる。今後はいっそう児童の社会参加活動

が求められ、地域で何が必要か、自分はどう動く

かを創造的に考え実践する体験を図る必要があろ

う。

（3）体験格差への配慮：生涯学習の観点から

青少年の体験活動の重要性は、単に動植物や野

外活動等の知識・技能の体得に留まらず、子ども

の意欲・関心や規範意識、また理科等の教科の学

習到達度が高まる傾向は多くの調査から明らかで

あり20、2013（平成15）年の中教審答申21では学校

教育での長期の集団宿泊活動や地域連携を奨励し、

協働型学習や「キャリア形成」としての重要性も

認めた。

尤も小学校はすべての学校外活動を担うという

より、事後の学習活動の「筋道をつける」役割が

期待される面がある22。例えば遠足で行き面白かっ

た美術館を家族で訪問したり、授業で扱った惑星

に夢中になり観望会に通ったりすることは、児童

一人ひとりの興味関心や個性に基づきより発展的

に学ぶための契機となり得る。

しかし、学校外の活動は地域や家庭の教育観や

経済力の差異が反映されやすく、いわゆる「体験

格差」に留意する必要がある。直近の国の調査23

によると公立校に通う児童の家庭は水泳や野球等

のスポーツ活動に平均して年間5万3千円、ピア

ノや舞踏等の芸術・文化活動に3万5千円を投じ

ており、特に後者の額は私立校児童では9万7千

円に上る。一方、ボランティア活動やボーイスカ

ウト等の体験・地域活動は公立校児童の場合で年

間5千円である。経済的に厳しい世帯の児童が地

域団体の活動の他、学校教育では得られない芸術・

文化活動を保障されないとすれば、体験活動の有

効性を鑑みた改善は急務である。

児童の成長は学校内外を含めた教育環境に支え

られる。それらを包括し、子ども自身が営む環境

を「自己形成空間」と呼んだ高橋勝は、その空間

が「教える・学ぶ」関係を基本とする学校（教育

空間）に取り込まれることを懸念し、子どもが多

様な関係性を築く居場所づくりの重要性と、メディ

ア空間の可能性を示した24。後者は諸刃の剣とさ

れるが、新しい「直接体験」と考えられるメディ

ア体験、また政策課題としてのアクティブ・ラー

ニングの実践やコミュニティ・スクール等の地域

連携の仕組み等に注目していく必要がある。大学

教職課程においても野外活動等の実践的な指導法

を学ぶとともに、学校外教育を俯瞰できる機会を

組み込むことが求められよう。
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要旨

2008年改訂の小学校学習指導要領では体験活動

が重視された。その特質の第一は、法制上で規定

された点だ。第二は、「生きる力」を培うために

直接体験を通した汎用的能力の育成が重視される

点である。第三は、学校の教育課程の中に学校外

教育の内容・方法が展開された点である。以上を

ふまえ、本稿では次の3点が今日の体験活動に求

められることを示した。第一に、「学校外」の領

域の再定義である。第二に、地域と連携した児童

の参加活動の推進が重要である。第三に、児童の

体験格差へのいっそうの配慮が不可欠である。

（2015年9月30日受稿）
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